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労働災害の未然防止に向けて！

職場でリスクアセスメントをすすめよう！

感染症のリスクは、どこにある？
職場や家庭では、新型コロナウイルス感染症に対して細

心の注意を払っていると思います。右絵は、ある職場の光

景を表していますが、感染症予防対策が十分とは言えませ

ん。どこに問題があって、どう対処すれば良いのか考えて

みましょう。

ここには、５つの問題があります。①では、机が向かい

合わせで席が近く、仕切り板がないので咳など飛沫感染の

恐れがある。⓶は、社員も訪問者もマスクがなく、仕切り

板もない。③は、狭い部屋の中で至近距離で会議し、飛沫

感染や浮遊するウイルスのばく露が心配である。④は、窓

を締め切り、換気が不十分である。⑤では、接触感染予防

の消毒用アルコールがない、などです。

対処として、①は、対面ではなく、同じ向きで机を並べ距離をあける。また、仕切り板をつけ、立って

話すことも考えて高い位置に設置する。⓶は、社員はオフィス内ではマスクを常用し、訪問者にもマスク

着用を求める掲示などで周知を図る。また、仕切り板を設置する。③は、狭い部屋での会議は出来るだけ

避け、実施する場合にはマスクを着用し、互いの距離を十分とる。可能であればオンラインでの会議を検

討する、④は、換気扇を設置して換気するか、定期的に窓を開け、空気の入れ替えをする。⑤は、消毒用

アルコールをカウンターに常設する。などの方法が考えられます。こうした対策をとることによって、感

染症を予防し、リスクを低減することができます。

リスクアセスメントって、なに？
新型コロナウイルス感染症を具体例に、リスクを見つ出し、その対策について考えてみましたが、職場

にはさまざまな労働災害や健康被害など危険が潜んでします。

例えば、床に水や油がこぼれていたりする場合には、ともに転倒の可能性があり、危険源（ハザード）

となります。水と油では滑りやすさは違い、転倒した際の被害も異なります。特に油は引火しやすく、水

よりも事故の可能性や重大性などは増し、災害のリスクは大きくなっていきます。労働災害や健康被害の

防止は事業者の責務ですが、労働者やその家族、事業者にとっても切なる願いです。今号は、労働災害を

未然に防ぐ手法として、リスクアセスメントについて、考えていきます。

リスクアセスメントとは、職場や作業に潜在する危険性や有害性などハザードを特定し、労働災害の

「重篤度」や「可能性の程度」、「頻度」などでリスクの大きさを見積もり、リスクの低減措置を検討して

実施する、これを体系的にすすめる手順のことで、労働安全衛生マネジメントシステムの中核をなしてい

ます。端的には、職場のハザードを見つけてリスクをランク付けし、それを除去して事故を未然に防ぐ方

法です。

リスクアセスメントを実施することで、①職場のリスクが明確になる、⓶職場全体でリスクが共有でき

る、③危険に対する感受性が高まる、などの効果が考えられます。

安衛法に努力義務と規定、その理由は？
２００６年、安衛法２８条の２に、使用者に作業行動や業務に起因する危険性や有害性を調査し、労働
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者の危険又は健康被害防止に向け、調査結果に対する措置を行うよう規定し、リスクアセスメントを努力

義務化しています。また、2,015年には化学物質のリスクアセスメントが義務化されています。

以前は、労働災害防止対策は再発防止が中心で、事故が起こってからの対応でしたが、すべての労働者

を労働災害から守るためには未然防止が重要であり、先取り安全の取り組みが必要と考えるようになりま

した。つまり、労働災害が発生していなくても、今後発生する可能性がある労働災害や職場に潜在する危

険性や有害性のあるものについて、先に対策を講じようと、リスクアセスメントが取り入れられるように

なりました。しかし、中小規模の企業や事業場については、なかなか浸透していないのが実情です。

労働災害の未然防止の考え方とは？
労働災害の発生には、必ずハザードという労働者に怪我や病気をも

たらす要因があります。ただ、これだけでは労働災害は発生しませ

ん。道具や機械、施設など物が不安全な状態であったり、労働者の不

安全な行動が重なったりして、危険な状態が引き起こされ、労働災害

が起こります。

ライオンをハザードとして考えてみましょう。ライオンがいなけれ

ばハザードとはなりません。また、動物園などで、柵の中にライオン

が入っていれば安全な状態となっていますが、もしも柵に鍵がかかっ

ていなくて、ライオンが自由に出入りできる状態であれば、不安全な

状態となります。うっかりと人が近づいたり、意図的に柵を開けたりすると、ライオンに襲われる危険性

が発生します。

労働災害は、不安全な状態や不安全な行動を防ぐことで未然に防止できます。不安全な行動は、危険な

物や危険な行動に早い段階で気づき、回避できれば労働災害は起きませんが、「つい」「うっかり」などの

ヒューマンエラーや「省略行為」や「近道行為」、「大丈夫」等の自分の意志でリスクを負うリスクテイキ

ングなど人間特有の誤りもあり、人の行動や意識だけでは危険を回避することはできません。もし、誤っ

た行動をしても設備や機械などハード面で危険を回避できる対策が必要として、リスクアセスメントが重

要視されてきました。

◆ステップ1

ハザードを発見します。右図のよう

にハザードから、どのような労働災害

が発生するか、災害の過程を考えま

す。その際に重要なことは、労働災害

が発生するのかどうかを考えること

で、不安全な状態や不安全な行動、事

故の型、怪我の部位や内容などについ

て具体的に考えるようにします。また、ハザードを探すときや労働災害を想定するときは、ヒヤリハット

の事例、危険予知活動や職場パトロールの記録、安全衛生委員会での意見や整理整頓活動の記録等も参考

にするなど多方面から危険な情報を収集するとともに、一人の考えに偏らないように、複数人で実施する

と良いようです。また、専門的知識のある人を加えたり、実際の現場や作業、手順等を見ながら実施する

ことも大切です。

ハザードとリスクの考え方を確認しよう

ハザード（危険源）とは、人に怪我をさせる潜在的な危険源で、建設物、設備、機械、原材料、ガス、

蒸気、粉じん等による危険性や有害性、または作業行動やその他業務に起因する危険性や有害性のこと。

リスクとは、ハザードにより引き起こされる怪我の重大性及び発生する可能性の度合いのこと。

リスクアセスメントを実施するための「4つのステップ」

◆ステップ１ ハザードの特定 職場のあらゆる危険性や有害性を洗い出し特定

◆ステップ2 リスクのランク付け 労災の重篤度、可能性の度合いを組み合わせ、リスクを見積もり

◆ステップ3 対策の順番決め リスク低減の優先度の設定、リスク低減措置の内容検討

◆ステップ4 対策の実施 リスクの低減措置を実施し、結果を記録
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◆ステップ２

発見したハザードのリスクを見積もりま

す。見積もりする理由として、想定される

労働災害の情報がたくさん集積されるのは

良いのですが、すべてについて早急に低減

措置を講じることは難しいことから、優先

順位をつけることで、より労働災害から労

働者を守れるという考え方からです。した

がって、労働災害の重大性や発生の可能性

について点数化し、大きな災害や頻繁に起

きそうな労働災害に対して優先的に対策で

きるようにランク付けをしていきます。また、見積もりには、想定した労働災害がどのようなレベルなの

か把握する目的もあります。

見積もりを実施するには、見積もり基準を作成しなければなりません。基準は、検討委員会を組織し検

討したり、モデル職場を選定して試行したり、他社の成功事例に学ぶなどして作成することもよいでしょ

う。何よりも大切なことは、労働者にわかりやすく、活用しやすいものにすることです。

上絵の材料倉庫内の荷役作業を具体例

に、リスクの見積の仕方を考えます。倉庫

では、フォークリフトの荷役作業中に物品

の在庫確認や搬出物品の確認等で作業者

の出入りも多い状況にあり、危険性や有害

性など沢山のハザードが潜んでしますが、

リスクの見積には評価基準が必要です。

リスクの要素として、右表のように災

害の重大性、発生の可能性を、それぞれ

分類し、点数化します。合計した点数で

リスクレベルを決め、これを評価基準に

してリスクを判断し、いろいろなハザー

ドのリスクを見積します。ここではリス

クの要素は重大性と可能性の２要素で足

し算方式を取っていますが、頻度を加え

て３要素にして見積もる方法もありま

す。ハザードとして、フォークリフトと

人が衝突したり、積み荷が落下して怪我

をする危険性があり、リスク評価基準に

もとづき判断し、右表のようになりまし

た。リスクポイント１０でリスクレベルはⅣで重大な問題があるというリスク評価となりましたが、調査

する人によって状況のとらえ方や判断が異なる場合もあるので、様々な危険や有害性、災害を想定して綿

密で客観的な見積もりに心がけます。

リスクの要素に、重大性、可能性の他に、発生の頻度を加える場合には、「危険状態が生じる頻度」の考

え方に注意が必要です。よくあるケースとして「作業頻度」ととらえて見積もりすることで、作業回数が

多い作業に高い得点を付けてしまいがちです。作業頻度が多いことが危険が多いとは限らず、作業回数が

少なくても危険度が高い作業も多くあり、作業頻度をもとに点数をつけてしまうと危険な作業もリスクレ

ベルは低くなってしまうので、労働者がハザードにどのくら晒されているのかを考えることが重要です。

◆ステップ３

リスクの見積もりが終了したら、リスクポイントやリ

スクレベルにしたがって、レベル分けを行います。重大

な災害を回避するためにはより危険性の高いリスクを

特定し、早急に対策していかなければなりません。した

がって、見積の後のレベル分けは、リスクの低減措置の
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検討をする優先度を明確にするとともに、危険に対する予知や認知を深めたり、感受性を高める上でも大

切と考えます。優先度の決定については、リスクポイントやリスクレベルの高いものからすすめるのが一

般的です。

◆ステップ４

最後のステップは、低減措置についてです。第１に考える

ことは、労働安全衛生法に違反していないかどうかです。も

しも該当するようなことがある場合には、法令遵守を最優先

し、早急に対応します。

法令遵守の確認の後に行う労働災害の低減措置として、優

先順位を付けると、まずは、①本質的対策として、災害を引

き起こすハザードそのものをなくすことや少なくすること

です。例えば、設計や計画の段階で危険なものを省いたり、

危険な施設・設備の刷新をすることや危険な作業の廃止・変

更、危険性や有害性の低い材料への代替、より安全な施行方

法への変更を行うなど危険をなくします。次の対策は、②工

学的対策で、危険源から労働者を離すことで、危険な状態で

は近づけないようにします。例えば、労働者が近づくとセン

サーで機械を停止して動かないようにしたり、局所の排気装

置の設置や防音囲いの設置などで危険から遠ざけます。その

次は、③管理的対策で、具体的には、マニュアルの整備、ば

く露管理、立ち入り禁止や転倒防止などの注意喚起、教育訓

練などです。これらの対策を講じた場合であってもリスクが除去しきれなかったり、低減できなかったり

するリスクに対しては、④個人用保護具で対策します。

右絵では、本質的対策として、机の角を丸くすることで危険源をなくし、次策としてクッションを付け

る、角に注意と表示する、保護具を付ける、と優先的にすすめる低減措置を例示しています。

このように低減措置の優先順位は、①本質的対策→②工学的対策→③管理的対策→④個人用保護具対策

と、根本的な原因となっているハザードの除去から行います。すぐに本質的対策や工学的対策などのハー

ド対策ができないような場合には、暫定的な対策として当面ソフト対策で対応することになりますが、管

理的対策や保護具着用など労働者に頼った対策は本質的な対策とはならないことから、できる限りハード

対策を講じることが大事です。先述したステップ2の見積もり表のところに、倉庫内でのフォークリフトの

荷積み作業中のリスクに対する改善対策と対策後のリスク評価も記載しているので、リスク低減措置の仕

方としても参考にしてみてください。

また、低減措置を実施するときには、その低減措置で、①災害は起こらないか、②労働者を守れるか、

③職場は安全になるか、④継続的に効果があるかをしっかり考えることが重要です。ソフト対策で対応せ

ざるを得ない場合には、労働者は、①表示があれば守るか、②教育すれば守るか、③必ず保護具を着用す

るか、労働者の考え方や状況を確実に把握してすすめます。

以下の表は、日常生活に置いて、私たちが無意識にリスクアセスメントをしている例を示したものです。

小さい子どもは危険な行動を取ることが多いことから、あらかじめ危険と思われる物を子どもの行動範疇

から取り除くことで、事故を未然に防いでいます。こうした対策は、子どもを守るために、どの家庭にお

いても行われていると思います。

リスクアセスメントの実施の時期は、施設

や設備、原材料を変更したり、作業方法や手

順を新規採用したり、変更したりする際に行

いますが、リスクアセスメントは労働災害や

健康被害を未然防止して労働者の安全や健

康を守る有効な手段であることから、まだ取

り組まれていないところは難しくとらえず

に、特定の業種にとどまらずオフィスなどで

も「まずはやってみよう」と、危ないと思われる作業や作業場所を対象に絞り込み、できるところから始

めてみてはどうでしょうか。


